
三好市発注建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱 

平成18年3月1日 

告示第86号 

改正 令和5年3月6日告示第19号 

(趣旨) 

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11

第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入

札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請時期及び方法等につい

て定めるものとする。 

(入札に参加することができない者) 

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加す

ることができない。 

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号

に掲げる者 

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けていない者 

(5) 建設業法に基づく現に効力を有する経営事項審査の結果を有していない者 

(申請書) 

第3条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入

札(指名競争入札)参加資格審査申請書(徳島県統一様式。以下「申請書」という。)に建設工事

の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和58年徳島県告示第50

号。以下「徳島県告示」という。)第3条各号に掲げる書類をそれぞれ1部添付して、市長に提

出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りで

ない。 

2 舗装工事については、前項に定めるもののほか、舗装関係機械台帳の写し及び舗装関係機械

の写真を添付しなければならない。 

(申請書の提出期間) 

第4条 前条の申請書は、平成27年2月1日から同年2月末日までを最初の期間とする隔年ごとの2



月1日から同年2月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認

めたときは、この限りでない。 

(資格審査) 

第5条 市長は、前2条の規定により申請書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる項目につい

てそれぞれ当該各号の基準により審査し、等級に区分して格付を行うものとする。ただし、市

長が特別の理由があると認めるときは、格付を行わないことがある。 

(1) 建設業法第27条の23第3項の規定に基づき国土交通大臣が定めた項目 同項の規定に基

づき国土交通大臣が定めた基準 

(2) 市長が特に必要と認めて別に定める項目 市長が別に定める基準 

2 前項の規定による格付は、前条ただし書の規定により申請書が提出された場合を除き、平成

27年6月1日を最初の期日とする隔年ごとの6月1日に行うものとする。 

3 前2項に定めるもののほか、市長は、平成28年6月1日を最初の期日とする隔年ごとの6月1日に

おいて、現に資格を有する者に対し、第1項各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定

める基準により審査し、その結果に基づき算出された点数を付して再度の格付を行い、必要に

応じて等級に区分するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、再度の

格付を行わないことがある。 

(資格の有効期間) 

第6条 資格の有効期間は、前条第2項に規定する日から2年間とする。 

2 第4条ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けた資格の有効期間は、前項の規定にか

かわらず、同項の期間の残存期間とする。 

(資格の取消し) 

第7条 市長は、第2条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認められる者の資格を取り消す

ことがある。また、その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する

者についても同様とする。 

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者 

(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正

の利益を得るために連合した者 

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 



(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に

当たり、職員の職務の執行を妨げた者 

(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者 

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、

代理人、支配人又はその他使用人として使用した者 

(7) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者 

2 市長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。 

(変更届) 

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、直ちに一般競争入

札(指名競争入札)参加資格審査申請変更届(徳島県告示に準ずる。)に第3条に規定する書類の

うち当該変更に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1) 商号又は名称 

(2) 代表者の氏名 

(3) 主たる営業所の所在地又は電話番号 

(4) 許可を受けた建設業 

(5) 使用印又は実印 

(共同企業体の特例) 

第9条 市長は、必要があると認めるときは、共同企業体に関し、第3条から前条までの規定にか

かわらず、別に定めることがある。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の際、現に資格を有する者の資格については、なお従前の例による。 

3 前項の場合において、当該資格の有効期限は、平成18年における第5条第2項の規定に基づく

格付を行う日の前日までとする。 

4 この告示の施行の日の前日までに従前の例により提出された申請書は、この告示に基づき提

出されたものとみなす。 

附 則（令和5年3月6日告示第19号） 



(施行期日) 

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。 

 

 


